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令和６年度 次世代火山研究・人材育成総合プロジェクトの 

フォローアップについて 

 

 次世代火山研究・人材育成総合プロジェクトの実施事業について、文部科学省研究開発局

に設置している「次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト評価会」（以下「評価会」と

いう。）において実施する令和６年度フォローアップの実施方法等は以下のとおりとします。 

 

１．令和６年度フォローアップ 

（１）実施方法 

 基本的には、従前のフォローアップと同様の方法で実施するが、令和５年度分のフ

ォローアップが未実施のため、「令和５年度から令和６年度までの取組・成果」及

び「令和７年度の取組予定」を対象とする。また、フォローアップとは別に、令和

８年度以降の概算要求の検討のため、新たに「事業期間全体における成果及び将来

的な課題」及び「将来的な課題を解決するための新規研究開発」について討議する

場を設ける。 

 進捗状況に著しい問題があると評価会が判断した場合には、翌年度以降の打ち切り

を含めた計画の見直しも有り得る。 

（２）スケジュール 

令和７年１月下旬頃・・・・・・・フォローアップ調査票提出依頼 

令和７年２月中旬頃・・・・・・・フォローアップ調査票提出締切り 

令和７年３月１２日（午後）・・・評価会（フォローアップ） 

令和７年３月下旬頃・・・・・・・フォローアップ結果取りまとめ、公表 

 

２．今後の評価会スケジュール 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

未実施 

 

３月中旬 

 

８月頃 

 

○：フォローアップ 

●：事後評価      
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（参考）フォローアップ及び評価等について 

 ※ 次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト公募要領より 

Ⅲ．審査・評価等について 

２．評価等 

 評価会は、事業開始後、事業実施１～３年目、５、６、８、９年目にフォローアップ

を行う。また、次世代火山研究推進事業の課題Ｅ（フィージビリティスタディ）の評価

を行う。さらに、本プロジェクトの「次世代火山研究推進事業」の各課題及び「火山研

究人材育成コンソーシアム構築事業」並びに２事業間の連携について、事業実施４年目、

7 年目に中間評価を、事業終了年度に事後評価を行う。 

  

（１）フォローアップ（ＦＵ） 

 事業開始後は、事業目的の着実な達成に資するため、総括担当ＰＡによる調査報告、

各課題の課題責任機関及び共同実施機関等からの報告をもとに評価会において、進捗状

況等に関するＦＵを行う。ＦＵの結果については、中間評価や事後評価に反映する。Ｆ

Ｕの過程で進捗状況に著しい問題があると評価会が判断した場合には、翌年度以降の打

ち切りを含めた計画の見直しも有り得る。ＦＵは事業実施１～３年目、５、６、８、９

年目に行う。 

  

（２）評価 

 本プロジェクトの「次世代火山研究推進事業」の各課題及び「火山研究人材育成コン

ソーシアム構築事業」並びに２事業間の連携について、事業実施４年目、７年目には中

間評価を、事業終了年度には事後評価を評価会で行う。また、次世代火山研究推進事業

の課題Ｅ（フィージビリティスタディ）についての評価を行う。なお、評価については、

評価会で決められた評価方法、基準等に基づいて行われる。評価会は、評価結果を文部

科学省に報告する。 

中間評価の結果は、それぞれ第５年次以降及び第８年次以降の契約金額の決定に反映

され、この際、減額、打ち切り等も有り得る。 

  


